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技能実習生入国、帰国に関する状況について 

１２月となり寒さも徐々に厳しくなってきました、皆様体調をくずさないようお気を付けください。 

国内では新型コロナウイルスの感染者数が低水準で推移し、様々な経済活動や生活の制限が緩和され

る中、１１月８日からは外国人の新規入国制限の見直しも始まることとなり、ようやく技能実習生入

国に向けた前向きな動きが始まったと思われた矢先の１１月３０日に、新型の変異株であるオミクロ

ン株の感染拡大防止による水際対策が日本政府より発令され、外国人の新規入国が禁止される事態と

なりました。 

期間は約１カ月ほどとの報道がありますが現在各関係機関より情報を収集しております。 

停止された入国手続き再開後、少しでも早い入国を果たせるよう準備対応してまいります。 

ごあいさつ 

◆技能実習生の入国の流れと現在の状況について 

技能実習生が入国するまでにはいくつかの公的機関への手続き等を行うこととなります。 

ビザ（査証）発給に関連して、２０２１年１１月以降の申請時に新たに「業所管省庁からの審査済証」が必要とな

りました。現在の手続きは下記のようになっております。 

申請内容 申請先 状況 

技能実習計画認定 外国人技能実習機構 申請の受付・処理は通常通り行われております。 

在留資格認定 東京出入国在留管理局 申請の受付・処理は通常通り行われております。 

★業所管省庁審査済証交付 
(新規手続き) 

職種・作業内容に係る 

業所管省庁(関係省庁) 

下記の「業所管省庁への事前審査と審査済証交付について」

をご覧ください。 

ビザ（査証）発給 
各国 

日本大使館・領事館 

各送出国のビザ（査証）の「発給申請の受付」は 

１１月３０日に停止されました。現在再開を待っています。 

ビザ申請のためには「業所管省庁審査済証の写し」が必要

となり、申請について対象者の制限がある状況です。 

◆業所管省庁への事前審査と審査済証交付について（新たに追加された手続き） 

技能実習生の入国に関連し、「職種・作業内容に係る業所管省庁（関係省庁）からの審査済証の写し」が申請時の

書類として、新たに必要となっております。 

この審査済証の発給にも制限がかかっており、現在は在留資格認定証明書の作成日が早い者から段階的に業所管省

庁（関係省庁）へ申請できることとなっております。現在の申請受付は下記の通りです。 

審査済証交付申請受付月 対象となる在留資格認定証明書の作成日(※令和３年１１月５日時点) 

２０２１年１１月受付対象 ２０２０年１月１日から２０２０年 ６月３０日まで 

２０２１年１２月受付対象 
（※水際対策により受付停止中・再開待ち） 

２０２０年１月１日から２０２０年１２月３１日まで 

２０２２年１月の受付対象 
（※水際対策により受付停止中・再開待ち） 

２０２０年１月１日から２０２１年 ３月３１日まで 
（※２０２１年４月入国予定者（第６３期生）が対象） 

  弊組合の入国手続きが滞っている技能実習生は「２０２１年４月（第６３期生）」「２０２１年９月（第６４期生）」 

  「２０２１年１１月（第６５期生）」です。 

この中で「２０２１年４月（第６３期生）」の入国予定者が現在２０２２年１月の受付対象となっておりました 

が、今回の入国禁止措置により申請受付が停止されることとなりました、現在受付再開を待っております。 

  現時点で技能実習生については「即入国可能な状況となっていない」ことをご理解いただければと思います。 

弊組合では、受付開始後、すぐに申請が行えるよう準備を行っております。 

◆技能実習生の在外公館（領事館・大使館）のビザ発給について 
現在、新規のビザ（査証）発給は停止されております。申請受付の再開後に、審査済証を各送出機関へ写しを送付

し、その後在外公館（領事館・大使館）へビザの発給申請を行うこととなります。 
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◆技能実習生の入国時の航空便について 

これについてはビザ申請を行い、発給の見込みが立った時点で入国日を決定し、航空便の手配をかけることになります。 

 １１月８日に日本への入国人数の制限が３,５００人から５,０００人へと段階的に増やしていく方針が決定されおりま 

 したが、こちらについても１１月３０日より３,５００人に戻る措置が取られています。 

 現在、入国日も確定できない状況であり、航空便手配にどの程度の期間がかかるかは現在見通せない状況です。 

●各入国・帰国予定者手続き状況報告 

◆２０２１年４月入国予定 手続き状況 （第６３期） 

２０名全員に在留資格認定証明書が交付済です。関係省庁へ「審査済証」交付申請の準備中です。（受付再開待ち） 

交付後、写しを各送出し機関へ送付し、ビザ申請を行います。 

◆２０２１年９月入国予定 手続き状況 （第６４期） 

１５名全員に在留資格認定証明書が交付済です。関係省庁へ「審査済証」交付申請の準備中です。（受付開始待ち） 

交付後、写しを各送出し機関へ送付し、ビザ申請を行います。 

◆２０２１年１１月入国予定 手続き状況 （第６５期） 

７名中７名の在留資格認定証明書が交付済です。関係省庁へ「審査済証」交付申請の準備中です。（受付開始待ち） 

交付後、写しを各送出し機関へ送付し、ビザ申請を行います。 

◆２０２２年１月入国予定 手続き状況 （第６６期） 

技能実習計画を技能実習機構へ申請しました。２５名中１３名の技能実習計画が認定されました。 

◆２０２２年４月入国予定 手続き状況 （第６７期） 

各送出機関で実習生候補生が確保できしだい、随時ＷＥＢ面接を実施中です。 

◆技能実習満期修了・帰国予定者 対応状況 

帰国できない技能実習生は特定活動（就労可）に在留資格の変更手続きをすれば、現行通りの就業ができます。 

帰国便が確保できた技能実習生は随時帰国対応中です。 

技能実習３号・特定技能希望者については手続きを行い、移行しております。 

◆実習実施者の皆様へ 
弊組合最後の入国から、約１１カ月がたとうとしています。新型コロナウイルス感染拡大という事柄のためとはい 

え、入国予定から遅延している現状については大変申し訳なく感じております。 

今回、入国禁止措置の原因となった変異株のオミクロン株については、世界でその状況が注視されている状態です。 

現時点ではアジアにおける感染は少ないようですが、状況次第で入国禁止措置の延長も考えられる状況です。 

入国の見通しが立った時点でご連絡いたしますので、今しばらくの間お待ちいただくようお願い申し上げます。 

 

 

組合行事予定表（２０２１年１２月） 

１２月 １日(水) 
・鉄工初級試験（１名） 

・事前勉強会・試験随行対応 
１２月１５日(水) 

・水産専門級試験（３名） 

・事前勉強会・試験随行対応 

◆年末年始の組合休業について 
 弊組合ではでは年末年始の休業日につきまして、下記の通りとさせていただきます。 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。 

令和３年１２月２８日から令和４年１月４日まで ※緊急の場合は担当者へ直接ご連絡ください 

 
(発行) 鹿島人材養成事業協同組合 

組合による監査が終了しました 

１１月１５日より実施した「組合による監査」 

につきまして、実習実施者の皆様におかれ 

ましては、監査へのご協力ありがとうござ 

いました。 

皆様の準備がしっかりされておりましたので、備付書類の

チェックもスムーズに進めることができました。 

引き続きよろしくお願いいたします。 

日本語学習サイトについて(外国人技能実習機構 HP) 

文化庁国語課が「生活者（せいかつしゃ）としての外国人」 

のための日本語学習サイト「つながるひろがる にほんご

でのくらし」を提供しています。技能実習生の生活に関する 

日本語学習の際にぜひご活用ください。 

（簡体中文） 
https://tsunagarujp.bunka.go.jp/?lang_id=ZH 

(ベトナム語) 
https://tsunagarujp.bunka.go.jp/?lang_id=VI 


